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国税に関する「税務相談」
◎電話による税務相談
　半田税務署へ電話をおかけください。【�（２１）３１４１】
　自動音声案内に従い、該当番号を押してください。
■相談内容と番号
▽所得税・復興特別所得税、消費税・地方消費税、
贈与税の確定申告に関する相談　「０」

　▽上記以外の国税に関する相談　「１」
▽税務署からの照会に関する問い合わせ、税金の納
付相談、還付に関する問い合わせ、調査などに関
して税務署職員にご用の方、税務署での面接相談
の事前予約「２」
※　「０」は、平成２６年１月６日～３月１７日の期間
のみ設定されます。そのため、期間以外の確定申
告に関する相談は「１」を押してください。

◎インターネット上の税務相談「タックスアンサー」
　　国税庁ホームページの「タックスアンサー」では、
よくあるご質問に対する回答を、税金の種類ごとに
提供しています。利用するには、インターネット環
境のあるパソコンや携帯電話で“タックスアン
サー”で検索してください。
　（http://www.nta.go.jp/taxanswer）

納税には口座振替の利用を
　所得税や消費税の納税には、安全で便利な口座振替
での納税をおすすめします。納期限に口座から自動で
引き落とされるため、現金の用意や金融機関へ出かけ
て納税する手間が省けます。うっかり納税を忘れて延
滞税を支払うこともなくなります。
　「預貯金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、半
田税務署またはご利用の金融機関に提出してくださ
い。（確定申告の期間中は、町の申告受付会場でも提
出できます。）
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■問い合わせ先

　【町県民税】役場税務課住民税係
　　�（４８）１１１１（内２２０・３０２・３０５）
　【所得税・贈与税・消費税】

　　半田税務署　�（２１）３１４１
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　自分自身や家族のために平成２５年中に支払った医
療費の合計額が１０万円（総所得金額等が２００万円未満
の方は総所得金額等の５パーセント）を超えた場合、
その金額から超えた分（上限２００万円）について医療
費控除を受けることができます。
　医療費控除を受ける場合は、支払った金額の領収
書が必要となります。（「医療費のおしらせ」は領収
書ではないため、資料とはなりません。）
　次のような費用は医療費控除の対象にはなりません。
▽近視や遠視の眼鏡など（治療を受けるために直
接必要となる場合は医療費控除の対象となりま
す。）

▽インフルエンザなどの予防接種費用
▽人間ドックなどの健康診断の費用（その検査の
結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を
受ける場合は医療費控除の対象となります。）

　▽美容整形のためにおこなう歯列矯正の費用
　▽疾病予防や健康増進などのための医薬品の費用

〈介護サービスと医療費控除〉
　介護サービスの自己負担分について、一部「医療
費控除」の対象として認められるものがあります。
（ただし、高額介護サービス費や高額介護合算療養
費などとして払い戻しを受けた金額などは、医療費
の合計額から差し引いて申告することになります。）
◎介護保険施設の利用料
　介護保険施設でサービスを利用した場合、次の
ものが医療費控除の対象（日常生活費を除く）と
なります。
▽【介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に
入所の場合】　介護サービス費、食費、居住費の
自己負担額として支払った額の２分の１

▽【介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入
所の場合】　介護サービス費、食費、居住費の自
己負担額として支払った金額

◎在宅介護サービスの利用料
　介護サービス計画に基づき、①～⑤のサービス
のいずれかを利用している場合、その利用料が医
療費控除の対象となります（介護予防サービスも
同様の扱い）。

　①訪問介護
　②訪問リハビリテーション
　③居宅療養管理指導（医師などによる管理・指導）
　④通所リハビリテーション
　⑤短期入所療養介護（ショートステイ）
　さらに、①～⑤のサービスのいずれかを利用さ
れている方が、⑥～⑫のサービスのいずれかを利
用している場合、その利用料も医療費控除の対象
となります。

　⑥訪問介護（生活援助中心型は除く）
　⑦訪問入浴介護
　⑧通所介護（デイサービス）
　⑨短期入所生活介護（ショートステイ）
　⑩夜間対応型訪問介護
　⑪認知症対応型通所介護
　⑫小規模多機能型居宅介護
◎おむつ代
　要介護者のおむつ代は、医療費控除の対象にな
る場合があります。申告には「領収書」のほかに
「おむつ使用証明書」が必要です。２年目以降の
申告で、介護保険の要介護認定の際に用いる主治
医意見書で「寝たきりの状態及び尿失禁の発生の
可能性が高い場合」に限り、医師の「おむつ使用
証明書」に代えて、健康介護課が発行する確認書
類により申告することができます。必要な方は健
康介護課へお越しください。

医療費控除について


